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総務常任委員会 

 

 平成１７年９月１６日午前９時００分から第１会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

    ◎嶋田 善行     ○木澤 正男      松田  正 

     坂口  徹                 中西議長 

 

  欠席委員    西谷 剛周    森河 昌之 

 

２．理事者出席者 

    町     長  小城 利重    助     役  芳村  是 

    収  入  役  中野 秀樹    教  育  長  栗本 裕美 

    総 務 部 長  植村 哲男    総 務 課 長  西本 喜一 

    総 務 課 参 事         田 昌敬    同 課 長 補 佐         黒﨑 益範 

    同 課 長 補 佐         加藤 惠三    企画財政課長         藤原 伸宏 

    企画財政課参事  野口 英治    同 課 長 補 佐         山﨑  篤 

    同 課 長 補 佐         西巻 昭男    税 務 課 長  植嶋 滋継 

    同 課 長 補 佐         清水 修一    同 課 長 補 佐         村 俊弘 

    教委総務課長         野﨑 一也    同 課 長 補 佐         吉村 三郎 

    生涯学習課長         阪野 輝男    同 課 長 補 佐         山﨑 善之 

    同  技  師  平田 政彦    同  技  師  荒木 浩司 

    監 査 書 記  佐藤 滋生 

 

３．会議の書記 

    議会事務局長         浦口  隆    同   係   長         猪川 恭弘 

 

４．審査事項 

    別紙の通り 
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総務課長 

 

 

 

 

 

開会（午前９時００分） 

署名委員 坂口委員、木澤委員 

 

 おはようございます。 

 委員の皆さんには大変ごくろうさまです。西谷委員、森河委員には

欠席の連絡を受けています。 

 ただいまより、総務常任委員会を開会いたします。 

 それでは、本日の会議を開きます。 

 はじめに、町長の挨拶をお受けいたします。小城町長 

      

 （ 町長挨拶 ） 

 

 最初に、本委員会の会議録署名委員を私より指名いたします。 

 署名委員に、坂口委員、木澤委員のお二人を指名いたします。 

 本日の審査案件は、お手元に配付しておりますとおりでございます 

 はじめに、本会議からの付託議案についてであります。 

（１）議案第４５号、斑鳩町人事行政の運営等の状況の公表に関する

条例についてを議題とし、理事者の説明を求めます。西本総務課長 

 

 それでは、付託議案の（１）議案第４５号につきまして、ご説明さ

せていただきます。説明の前に議案書を朗読させていただきます。 

 

 （ 議案書朗読 ） 

 

 内容につきましては、前回の総務常任委員会でご説明させていただ

きました内容と変わりがございません。要旨の朗読をもちまして、ご

説明とさせていただきたいと存じます。３枚目の要旨をご覧いただき

たいと存じます。 

 

 （ 要旨朗読 ） 
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 以上、簡単ではございますが、議案第４５号、斑鳩町人事行政の運

営等の状況の公表に関する条例についての説明とさせていただきます。

何とぞ、温かいご審議を賜りまして、原案通り、ご承認賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

 

 説明が終わりましたので、質疑をお受け致します。 

 

 質疑というわけではないんですけれど、総括質疑でも他の議員さん

から、この評価の仕方と公表の仕方に、どのような形でされるのか、

という事で質問されておりましたけれども、前回の時にも個人情報に

ついてはしっかりと保護をして、数字についての公表であるとおっし

ゃっておられましたので、その辺の諸注意と、あと、やはり住民の皆

さんにご理解いただくという事が主旨であると思いますので、より分

かりやすい形で、まだ具体的にどのような形で広報に載せる等は決め

られてないと思いますけど、今後、分かりやすい形でまとめていただ

くようにお願いしておきたいと思います。 

 

 公表の様式につきましては、できるだけ分かりやすいような様式で、

先進地の例も参考にいたしまして、そのように務めてまいりたいと考

えております。また、個人情報につきましては、それには掲載せず、

職員の個人情報については守っていきたいと考えておりますのでよろ

しくお願いいたします。 

 

 他にございませんか。 

 ないようですので、これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第４５号については、当委員会として原案

どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 
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 異議なしと認めます。よって議案第４５号については、当委員会と

して満場一致で可決すべきものと決しました。 

 続いて、（２）議案４７号、斑鳩町消防団員等公務災害補償条例の

一部を改正する条例についてを議題と致します。理事者の説明を求め

ます。西本総務課長。 

    

 それでは付託議案の（２）議案第４７号についてご説明申し上げま

す。ご説明の前に議案書を朗読させていただきます。 

 

 （ 議案書朗読 ） 

 

 この議案につきましても、内容につきましては、前回の総務常任委

員会でご説明させていただきました内容と変わりがございません。要

旨の朗読をもちまして、ご説明とさせていただきたいと存じます。４

枚目の要旨をご覧いただきたいと存じます。 

 

 （ 要旨朗読 ） 

 

 以上、簡単ではございますが、議案第４７号、斑鳩町消防団員等公

務災害補償条例の一部を改正する条例についての説明とさせていただ

きます。何とぞ、温かいご審議を賜りまして、原案通り、ご承認賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 説明が終わりましたので、質疑をお受け致します。 

 

 （ 質疑なし ） 

 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第４７号については、当委員会として原案
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どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第４７号については、当委員会と

して満場一致で可決すべきものと決しました。  

 続いて、（３）議案第４８号、平成１７年度斑鳩町一般会計補正予

算（第４号）についてを議題と致します。理事者の説明を求めます。 

藤原企画財政課長。 

 

 議案第４８号についてご説明を申し上げます。まず議案書を朗読さ

せていただきます。 

 

 （ 議案書朗読 ） 

 

 それでは、予算に関する説明書によりまして、まず歳入からご説明

をさせていただきます。補正予算書の７ページをお開きいただきたい

と思います。 

 まず、第９款地方特例交付金、第１項地方特例交付金、第１目地方

特例交付金で、平成１７年度減税補てん特例交付金の交付額の決定に

よりまして、２６６万４，０００円の減額補正をお願いするものでご

ざいます。また、第１０款地方交付税、第１項地方交付税、第１目地

方交付税におきましても、平成１７年度普通交付税の交付額の決定に

より４，２６２万円の増額補正をお願いするものでございます。 

 次に、第１４款国庫支出金、第２項国庫補助金、第１目民生費国庫

補助金でございますが、これは、介護保険制度が改正をされましたこ

とから、介護システムの改修費補助として老人福祉費補助金５３万８，

０００円を追加補正を行うものでございます。 

 ８ページをご覧いただきたいと思います。第１５款県支出金、第３

項県委託金、第１目総務費県委託金では、今年２月に実施されました
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農林業センサスの集計結果の検討を実施することになり、これに対し

委託金が交付されることとなりましたので、統計調査費委託金３万１，

０００円の追加補正をお願いするものでございます。 

 次に、第１９款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金では、平成１

６年度決算にともないまして１億１，５１０万４，０００円の増額補

正をお願いするものでございます。 

 次に、第２１款町債、第１項町債、第５目臨時財政対策債では、発

行可能額の確定によりまして、７１０万円の減額、また９ページの第

６目減税補てん債におきましても、発行可能額の確定により１２０万

円の減額補正をお願いするものでございます。 

 続きまして１０ページをご覧いただきたいと思います。歳出のご説

明をさせていただきます。第２款総務費、第１項総務管理費、第５目

財産管理費では、繰越金を原資に後年度の財政負担に備えるため、５

，０００万円を財政調整基金に積立てるための増額補正をお願いする

ものでございます。 

 また、第５項統計調査費、第２目指定統計調査費では、先ほど申し

上げました農林業センサスの集計結果検討に要する事務費といたしま

して３万５，０００円の追加補正をお願いするものであります。 

 次に、第３款民生費、第１項社会福祉費、第１目社会福祉総務費で

は、国民健康保険事業特別会計の補正にともない、繰出金３７６万３，

０００円の減額補正をするものでございます。これは、国保特別会計

において職員の通勤手当を増額したことにともない、国保職員給与費

等繰出金７万２，０００円の増額、また、奈良県の福祉医療制度の改

正にともないまして、福祉医療波及分に係る県補助金が減額となった

ことに合わせ、その他繰出金で３８３万５，０００円を減額するもの

でございます。また、第１１目障害福祉費では、平成１６年度におい

て受入れをいたしました身体障害者保護費国庫負担金及び補助金の精

算にともない、国庫支出金の返還が生じましたことから、その償還金

１，２１７万５，０００円の追加補正をお願いするものでございます。

また、第１３目介護保険事業繰出費では、介護保険制度の改正にとも
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ないます介護保険事業特別会計の予算補正によりまして、繰出金４４

万円の減額補正をお願いするものでございます。 

 続きまして、１２ページでございます。第７款土木費、第４項都市

計画費、第８目ＪＲ法隆寺駅周辺整備事業費でございます。１８年度

に予定をしておりました電話会社の通信ケーブルの支障移転が、仮設

駅舎の位置等を検討するなかで、今年度に移転する必要が生じました

ことから、その移転補償費２，１１０万８，０００円の追加補正をお

願いするものでございます。 

 最後に、第１２款予備費につきましては、今後必要となります補正

等の財源を考慮いたしまして、今回の予算補正から生じました財源６

，８２１万４，０００円を留保させていただくことといたしておりま

す。 

 それでは予算書の４ページにお戻りいただきたいと思います。第２

表地方債補正でございます。歳入の町債のところでご説明申し上げま

したとおり、それぞれ発行可能額の確定にともない、所要の限度額の

変更をお願いするものでございます。 

 それでは、１ページにお戻りください。予算書を朗読させていただ

きます。 

 

 （ 予算書朗読 ） 

 

 以上で、平成１７年度の斑鳩町一般会計補正予算（第４号）につい

ての説明とさせていただきます。何とぞ温かいご審議を賜り、原案ど

おり可決いただきますようお願い申し上げます。 

 

 説明が終りました。なお、他の常任委員会に係る補正予算の各事案

については、それぞれの担当常任委員会で説明され、了承をされてい

るということであるという事を、あらかじめご承知をいただいて、質

疑をお受けすることといたします。 
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 （ 質疑なし ） 

 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本件については当委員会として原案どおり可決

することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第４８号については当委員会とし

て満場一致で可決すべきものと決しました。  

 続いて、（４）議案５４号、史跡中宮寺跡の用地の取得についてを

議題と致します。理事者の説明を求めます。阪野生涯学習課長。 

    

 それでは、史跡中宮寺跡の用地の取得についてご説明申し上げます。

まず議案書を朗読いたします。 

 

 （ 議案書朗読 ） 

 

 次のページをご覧いただきたいと思います。今回取得いたしますの

は、所在地は斑鳩町法隆寺東２丁目４１６番、他９筆、地積が９，７

６２平方メートル、取得価格が３億２，５５６万４，４０３円、契約

の相手方、宗教法人、中宮寺代表役員、日野西光尊他４名という事で

ございます。３枚目に資料といたしまして、取得用地の単価、価格、

面積の一覧表、並びにその裏面に予定地の図面を添付しておりますの

でご覧いただきたいと思います。今回の内容につきましては、前回、

８月２３日の委員会でご報告いたしましたとおりでございまして、変

わりはございません。よろしくご審査の上、ご議決賜りますようよろ

しくお願いいたしたいと思います。 

 

 説明が終わりましたので、質疑をお受け致します。 
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 （ 質疑なし ） 

 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。議案第５４号については、当委員会として原案

どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第５４号については、当委員会と

して満場一致で可決すべきものと決しました。 

 次に（５）議案第５６号、奈良県市町村会館管理組合を組織する地

方公共団体の数の減少について、（６）議案第５７号、奈良県市町村

非常勤職員公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数の減少及び

奈良県市町村非常勤職員公務災害補償組合規約の変更について、（７）

議案第５８号、奈良県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団

体の数の減少及び奈良県市町村職員退職手当組合規約の変更について

の３議案につきましては、市町村合併により大宇陀町、菟田野町、榛

原町、室生村が廃され、平成１８年１月１日から宇陀市となることに

よる規約等の変更議案であり、議案第５６号から議案第５８号までを

一括議題として説明を求めたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。 

 議案第５６号から議案第５８号については一括議題と致します。３

議案について一括して理事者の説明を求めます。西本総務課長。 

 

 それでは付託議案の（５）から（７）、議案第５６号、議案第５７

号、議案第５８号につきまして、ご説明申し上げます。ご説明の前に
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議案書、３つの議案書を朗読をさせていただきます。 

 

 （ 議案第５６号～５８号 議案書朗読 ）  

 

 この３つの議案につきましては、委員長も申されましたように、平

成１７年１２月３１日付で、合併により、大宇陀町、菟田野町、榛原

町及び室生村が廃され、その区域をもって、宇陀市として平成１８年

１月１日から設置されることから、議案第５６号から５８号に上げて

おります、奈良県市町村会館管理組合、奈良県市町村非常勤職員公務

災害補償組合、及び奈良県市町村職員退職手当組合の３つの一部事務

組合におきまして、その組合を組織する地方公共団体の数が３町１村

が廃止され、新たに１市が追加となりますことから、組合を組織する

地方公共団体の数が減少となること、並びに、この合併により、奈良

県市町村非常勤職員公務災害補償組合及び奈良県市町村職員退職手当

組合におきましては、それぞれの組合規約の中で、組合を組織する地

方公共団体を掲げている別表第１及び別表第２の改正も行うことから、

それぞれの組合における規約変更について、市町村の合併の特例に関

する法律第９条の２の規定に基づき、議会の議決を求めるものであり

ます。 

 以上、簡単ではございますが、３つの議案の説明とさせていただき

ます。何とぞ温かいご審議を賜りまして、原案通り、ご承認を賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 

 

 （ 質疑なし ） 

 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 各議案ごとにお諮り致します。議案第５６号については、当委員会
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生涯学習

課長 

 

として原案どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第５６号については、当委員会と

して満場一致で可決すべきものと決しました。 

 続いて、議案第５７号についてお諮り致します。 

 議案第５７号については、当委員会として原案どおり可決すること

にご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第５７号については、当委員会と

して満場一致で可決すべきものと決しました 

 続いて、議案第５８号についてお諮り致します。 

 議案第５８号については、当委員会として原案どおり可決すること

にご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。よって議案第５８号については、当委員会と

して満場一致で可決すべきものと決しました。 

 

 次に継続審査について、（１）斑鳩町における歴史的史跡等の発掘

調査、整備保存に関することについてを議題と致します。理事者の報

告を求めます。阪野生涯学習課長。 

 

 それでは、斑鳩町における歴史的史跡等の発掘調査、整備保存に関

することについてご報告申し上げます。まず、史跡藤ノ木古墳の整備

に関することについてご報告申し上げます。史跡藤ノ木古墳の整備に
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関しましては、現在、基本設計書作成業務に着手したところであり、

今日までの検討委員会でいただきました意見を参考に、約２ヶ月間の

期間をかけて、取りまとめを行ってまいりたいと考えております。ま

た、同整備にかかります、ガイダンス施設について、一定の方向性が

かたまりましたので、ご報告申し上げます。ガイダンス施設につきま

しては、前々回の当委員会におきまして、公共施設の再利用を含め、

検討してまいりたいと報告申し上げておりました。このほど、法務局

斑鳩出張所跡地につきまして、当町に払い下げの協議がまとまりまし

た事から、本施設を再利用するものでございます。本施設は藤ノ木古

墳の出土品を中心に展示するとともに、斑鳩町の文化財の拠点施設と

して再利用を図りたいと考えております。また、駐車場及び展示物の

収蔵庫、事務所等につきましては、既存跡地及び建物では、スペース

が取れないと思われるため、東側の土地を含めて買収し、一体として

整備しようとするものでございます。よって、ガイダンス施設を含め

た設計の概要がまとまり次第、委員会にご報告申し上げますので、よ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

 以上、簡単ではございますが、史跡藤ノ木古墳の整備に関するご報

告とさせていただきます。 

 続きまして、史跡中宮寺跡の整備に関することについてご報告申し

上げます。史跡中宮寺跡の整備に関することにつきましては、先ほど

の付託案件（４）議案第５４号、史跡中宮寺跡の用地の取得について、

でご報告申し上げたとおりでございます。 

 非常に簡単ではございますが、これで、斑鳩町における歴史的史跡

等の発掘調査、整備保存に関することについてのご報告といたします。

よろしくお願い申し上げます。 

 

 報告が終わりましたので、質疑、意見があればお受けいたします。 

 

 今の報告の中でね、交渉の関係ですね。話がついたように言われて

いるし、その後の事業については、藤ノ木などの関係の資料展示室的
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奈ものに使うというように、説明あったように思うんですけど、その

場合に、例えばホールの資料室、藤ノ木の展示品、当然こちらに移さ

れるんかなという風に思うんですけど、その事でホールのあの部屋の

活用の方法とか、さらに、おとついですか、質疑、意見が出てたよう

に思うんですけれども、例えば民族資料館ですね、資料室。各小学校

の中にあります、ああいうものも、スペースが許すんなら、こちらへ

一緒に集めてきた方が、より一般に共する事ができるんと違うかな、

そして、他の人にも見てもらえるんと違うかなと、という風にも思う、

その辺の考え方っていうのはどうなんでしょうかね。 

 

 この展示場ができますと、いかるがホールの、今、展示しておりま

すものは、こちらの方に持ってきて、そして、一括して展示したいと

いう風に思っています。ホールの後の利用については、これからまた

振興財団と十分協議をして参りたいと考えております。それから、民

族資料の、こちらへの展示でございますが、これもまた、展示スペー

スの関係もございますので、その辺も十分、研究をしたいと思います

が、ただ、民族資料室を、建設にあたって、国庫補助はいただいてい

るようでございますので、その辺の補助金の制限というのもございま

すので、その辺のとこ、十分検討する必要があるだろうという風に考

えております。 

 

 他にございませんか。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 継続審査については、報告を受け了承したということで終わります。 

 次に、各課の報告事項について（１）平成１７年度人事院勧告につ

いて、理事者の報告を求めます。 

 

 それでは各課報告事項の１つ目、平成１７年度人事院勧告について

でございます。去る８月１５日、平成１７年度の国家公務員一般職の

給与改定について、人事院総裁より内閣総理大臣へ勧告されました。



 - 14 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その内容について、お手もとの資料１、給与勧告の骨子といたしまし

て付けさせていただいておりますので、そちらの方をご覧いただきた

いと存じます。 

 近年の公務員給与は民間企業の厳しい経営環境を反映して、平成１

１年以降５年連続で賞与の年間支給月数が対前年度比でマイナスとな

り、平成１４年以降、２年連続で月例の給与の引き下げともなりまし

た。昨年は景気の回復傾向を背景といたしまして、月例給、特別給と

もに前年の水準が維持されてきたところであります。本年も民間企業

の給与等の実態を踏まえ、人事院では官民の給与の比較を行ったとこ

ろ、公務員の給与水準を昨年より若干増加しており、公務員の月例給

が民間を０．３６％上回っていることが明らかになりました。 

 今日まで公務員給与は毎年４月の官民給与の比較を行ない、民間給

与との均衡を図るものとしてきた経緯があり、人事院におかれては給

与を取り巻く諸事情を十分考慮された結果、民間準拠の考え方に則り、

一昨年と同様に、基本給の引き下げ勧告が行なわれるとともに、扶養

手当の引き下げ等により公務員の給与を民間水準まで引き下げること

とされました。 

 一方、特別給であります賞与につきましては、昨年冬からの民間企

業における特別給の好調な支給状況を反映いたしまして、民間の支給

割合が公務員の年間支給月数を上回ることとなったことから、昨年１

年間の民間の支給割合に見合うよう、０．０５月分引き上げることと

されております。 

 これらにより、国家公務員の平均年間給与は４，０００円、０．１％

減額すると言われております。具体的には、資料の一番初めにありま

すように、本年の給与勧告のポイントのひとつ目といたしまして、官

民給与の較差による給与改定であります。本年の給与勧告のポイント

といたしまして、１つ目が平均年間給与は減額、行政職（一）平均マ

イナス４，０００円、マイナス０．１％と表示されております。具体

的には、その下の①の官民給与の逆較差（マイナス０．３６％）を解

消するため、２年ぶりに月例給の引き下げ改定、俸給表の引き下げ改
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定及び、配偶者に係る扶養手当の引き下げ。これにつきましては、月

額１３，５００円から１３，０００円に５００円の引き下げとなって

おります。 

 次に、②期末･勤勉手当（ボーナス）の引き上げ（０．０５月分）で

あります。この資料の２ページ目をご覧いただきたいと思います。上

の方でございます。期末･勤勉手当等（ボーナス）と書かれたところで

ございますが、この表でございますが、一般の職員の支給月数であり

ますが、国家公務員における、本年度いわゆる平成１７年度の期末手

当は６月期で１．４月、１２月期で１．６月で変わりはありません。

勤勉手当につきましては、６月期は０．７月と変わりなく、１２月期

で０．７５月とされ、０．０５月引き上げられております。また、来

年度、いわゆる１８年度では、期末手当は６月期は１．４月、１２月

期は１．６月と変わりはございませんが、勤勉手当につきましては６

月期は０．７２５月、１２月期は０．７２５月となり、本年度の人勧

で増えた分を６月期、１２月期でそれぞれ按分して引き上げを行なわ

れております。期末手当の年間支給率はこれにより３．０月分、これ

は変わりありませんが、勤勉手当の年間支給率は１．４５月とされて

おります。それから、表の下でございますが、これらの実施時期でご

ざいます。本年の４月からこの改定の実施日の前日までの期間に掛か

る官民較差相当分を解消するため、４月の給与に較差率を乗じて得た

額を基本として、１２月期の期末手当で調整されることとなっており

ます。すなわち、年間給与での実質的な均衡を図るために、遡及部分

については１２月期の期末手当で調整されることとなっております。 

 なお、この調整方法につきましての較差率等の具体的な方法は、今

現在、国の方から全く示されておらず、この秋の国家公務員の給与改

正法案の上程後に明らかになってくるものと思われます。 

 今申し上げました人事院勧告の官民較差による給与改定が実施され

ますと国家公務員におけます平均年間給与はマイナス４，０００円、

月例給と期末手当を合わせてマイナス０．１％の減少となる見込みで

あります。なお、この年間平均給与のマイナス４，０００円はあくま
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でも人事院勧告のみの、国家公務員の減少額でありまして、定期昇給

分等は含まれておらないという事でございます。 

 以上が、国家公務員の人事院勧告に係ります本年の官民の給与較差

による給与改定の概要であります。また、この給与改定等の考え方に

つきましては、資料１ページの中ほど、給与改定の内容、考え方以下

に掲げられておりますので説明は省略させていただきますので、よろ

しくお願いを申し上げます。 

 次に、１枚目の表題に戻っていただきまして、ポイントの２つ目で

あります給与構造の抜本的な改革を実施（昭和３２年以来約５０年ぶ

りの改革）としまして、給与構造の改革であります。本年の人事院勧

告ではこの事の勧告をされております。この関係につきましては３ペ

ージからでございます。３ページの１、給与構造の改革の基本的な考

え方でありますが、ここでは改革の骨子を掲げており、年功的な給与

上昇要因を抑制した給与システムを構築するとともに、職務や職責や

勤務実績に応じた適切な給与の確保をしていく必要があるとされ、ひ

とつには、地域ごとの民間賃金水準の格差を踏まえ、俸給水準の引き

下げを行ない、民間賃金水準が高い地域では地域間調整を図るための

手当を支給。２つ目としまして、年功的な給与上昇を抑制し、職務・

職責に応じた俸給構造への転換、３つ目としまして、勤務実績をより

的確に反映し得るよう昇給制度、勤勉手当制度を整備、４つ目としま

して、スペシャリストのスタッフ職としての処遇や、在職期間の長期

化に対応した複線型人事管理の導入に向けた環境整備と、基本的な考

え方をされております。 

 その方法としましては、２、改革すべき事項以下に、具体的に見直

しの方法が述べられておりますが、当町に関連してくるだろうとされ

る部分のみをご説明申し上げますと、まず、改革すべき事項の１つ目、

（１）俸給表及び俸給制度の見直しのところでありますが、国家公務

員の行政職俸給表（一）の水準。国家公務員の行政職俸給表（一）を

現在、当町の給与条例の中で適応いたしておりますが、この行政職俸

給表（一）の水準を全体として、平均４．８％の引き下げ、また引き
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下げに際しては若手の係員層については引き下げを行なわず、中高齢

層については４．８％以上に７％引き下げると、平均４．８％に２．

２％上乗せをしまして、７％の引き下げをすることにより、民間給与

の給与水準が高齢者になるほど給与のベースアップが小さくなるとい

う特徴があることから、これに合わせるべく公務員の給与カーブをフ

ラット化しようとするものであります。次に、当町の関連といたしま

して、（２）地域手当の創設であります。民間賃金の地域格差が適切

に反映されるよう現行の調整手当を廃止して、主に民間賃金の高い地

域に勤務する職員に対し地域手当を支給されるものであります。支給

率につきましては最高１８％から３％までの６区分でございまして、

斑鳩町に勤務する国家公務員は支給割合が３％の支給地域に属すると

されております。なお、今申し上げました事につきましては、この資

料には書いておりませんが、斑鳩町で勤務する国家公務員は３％とい

う風にされているところであります。参考までに奈良県内の地域手当

の新設状況でございますが、天理市に勤務する国家公務員では１２％、

奈良市、大和郡山市では１０％、生駒市、大和高田市、橿原市では６％、

桜井市、香芝市、斑鳩町、王寺町では３％となっているところであり

ます。また、この支給地域及び支給割合は賃金構造基本統計調査によ

る賃金指数を用いた指定水準を基本として国の方で決定されていると

ころであります。あと、当町に関連いたします改革でございますが、

４ページの中ほど、（３）勤務実績の給与への反映であります。この

項目のア、勤務成績に基づく昇給制度の導入、イ、勤勉手当への実績

反映の拡大、ウ、昇格基準の見直し等につきましては職員の勤務成績

が適切に反映される昇給制度の導入に係ります見直し内容でございま

す。 

 以上が、給与構造の改革が行なわれました場合に当町に関連する部

分の説明でございます。これらの実施につきましては５ページでござ

いますが、３実施スケジュールにありますように、基本的には平成１

８年度から平成２２年度までの５年間で段階的に、今申し上げました

事項が実施されていくということ、また、導入されていくものでござ
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いまして、具体的な実施等の方法については現段階ではまだ、示され

てはおらないところでございます。 

 そこで、当町の人事院勧告に対する考え方でございますが、この勧

告の内容につきましては財政健全化検討住民会議に、既に今申し上げ

ました内容の資料も提供とご説明を申し上げており、人件費の抑制等

について、ご審議、ご検討をいただいている最中でございます。 

 また、人件費につきましては１０月に予定されております財政健全

化検討住民会議の中間答申に盛り込まれるということも聞いておりま

す事から、その答申内容を受けまして対応方を検討してまいりたいと

考えているところでございまして、一定の方針が纏まりましたならば、

総務常任委員会にもご相談申し上げ、また職員労働組合にも理解を得

ていく中、当町職員の給与条例の改正を行なってまいりたいと考えて

おりますので、よろしくご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

 また、特別職の報酬改定等につきましては財政健全化検討住民会議

で一定の答申を得ましたならば、その内容により特別職報酬審議会の

設置等も考えていかなければならないと考えているところでございま

す。 

 以上が、平成１７年度人事院勧告の概要と現段階での町の対応につ

いてであります。よろしくお願いを申し上げます。以上で報告を終わ

ります。 

 

 報告が終わりましたので、質疑、意見があればお受けいたします。 

 

 この１ページに、官民給与の較差の関係、８，３００の民間事業所

で３５万人の個人別給与の実態を調査をしたと、その結果に基づく関

係でなっているんですが、奈良県でこの調査の対象になったような事

業所というのはありますか。 

 

 届いている資料の中では、その事業所がどこが対象になったかとい

うのは分かりませんので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上
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げます。 

 

 問題はね、この人事院勧告は全国を対象にして、そしてここで言う

ように、事業所の関係も一定の基準をはめて、調査してトータル出し

ただけですよね。だから、必ずしも人事院勧告そのものを、それぞれ

地方の特定の箇所に適応していると言うことについては、問題がある

訳ですよね。だから、それは高いか、安いんかということも色々出て

くると思うんですけど。 

 例えば、かつて斑鳩町の場合に、私は民間賃金との関係を聞いたと

きに、むしろ民間賃金より下がっているという答弁を受けたことがあ

るんですよね。９７．何％か、なっていると。そういう事からいきま

すと、今回の関係、この人事院勧告に準じた、例えば、処置をした場

合に、現在でも低いのにそれよりまだ更に低くなると、いう関係にな

って、必ずしも踏襲は、この勧告で言っている面から見ると、その必

要はなくなってくるんではないんかなという風に思われるんです。こ

ういう面について、一概に、勧告が出たからという事で、それに準拠

するということにはなるまいなという風に思うんですが、そういう事

で、先ほど、構造改革、賃金の改定をしていく焦点である、斑鳩で決

定をした場合ということで、主として、２点、言っているんでしょう

かね。俸給表の見直しの関係と調整手当を変えての地域手当という風

に変えている関係、あとの関係について、ボーナス関係についてはこ

れについては別の関係ですから、低くなっても、高くなっても率とし

て変わりませんから、いいんだという風に思いますけどね、問題は、

町が恐らく早ければ１２月ぐらいに、するとした場合には条例が提起

される事になるのかなという風には推察をするんですが、その場合に

は、いわゆる俸給表の見直しで、４．８％の引き下げというところに

目が向けられるという風に言われているんですが、どうなってくるか

によって、公務員に準ずると言う場合には、あまり俸給表というのは

変わった俸給表というのは作りにくいと思うんですよね。そのために

一律に４．８％下げてきたらどうなるのかなという風にも思いますし、
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この辺は、もう少し検討する必要があるのと違うかなという風に思う

んです。必ずしもこの民間賃金の関係をベースにして全国的な平均ベ

ースの関係を当てはめて、斑鳩町で考えていくと、適合していくと言

うことについては、些か問題が残ってくるんじゃないかなという気が

するんです。このような要点は十分検討してもらって結構だと思いま

す。ただ、今度の勧告の中での特徴というのは、６段階を設けた地域

手当の創設だという風に思うんです。この関係で斑鳩町も従来からず

っと処置をしてきた調整手当、今度は廃止をしますといっているんで

すが、結局地域手当として、しかも先ほどの説明を聞きますと、該当

としては６段階に区分したうちの３％、分類に入っているということ

になりますと、結果的に調整手当というのを地域手当に読み替えると

いうことに終わってしまうんだろうと思うんです。ここで、結局は今

まで答弁をしてきて、調整手当廃止しますと言っている年次の関係と、

地域手当が構成されていく年次の関係、率の関係、一緒ですから、そ

うすると、結局は読み替えだけに終わるという関係だなという風に思

うんですが、そういう風に理解をしていいのかどうか、言うように思

われるんです。この辺は従来の実質減額するという関係、廃止をする

という関係と、名目を替えるというだけで終わってしまう。この面は

恐らく人事院勧告に従って、準拠した取り扱いしていくんだろうと私

は思うんですけど、そういう事になるんじゃないのかなと感じている

んです。それについてどういう風に思われるか。是非とも、今後の資

料の関係として、今日まで人事院勧告に準拠してということで、斑鳩

町も給与の改定を行ってきていますよね。近年の関係を見ますと、み

な、減額措置になってきていると思うんです。従って、人事院勧告に

準拠して斑鳩町の職員が、どの年次で切るかということがあると思う

んですが、過去、どの程度減額してきたのか、いう関係を知りたいと

思うんです。どのくらい下がってきているのか。今日までの関係では、

手当とか、何とかという関係で処理をされてきていて、基本給に手を

つけようというのは、今回が初めてではないのかも分かりませんが、

今までは手当にだけ重点をおいてきた。ところが、今回は基本給その
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ものについても手をつけようとしている、ということが大きな差だと

思うんです。そういう意味から、どれだけ減額されてきたのか、とい

うこと。そして、定期昇給は現存としてそのままきていますから、減

額だけ強調されていますが、定期昇給と差し引きするとどう変わって

きたのか、いう関係などの分布が出せたら、そういう資料を出してほ

しいという風に思いますし、今ひとつは、給料を下げていく、定期昇

給を上げていく、ところが、我々も一緒なんですが、斑鳩町の職員が

公共料金あるいは保険料、その他の関係について、天引きされる関係

もずっと増えてきていますよね。この関係から見ると、一体、給料は

どうなってきているのか、いう関係などの分析というものが私は必要

だと思うんです。そういう面がこの面では、あまり国家公務員の関係

については出ていません。ただ、そういう面について明らかに出来る

ような資料というのは作れないものかどうかなというように思うんで

す。それともうひとつ、今回、斑鳩町全面的に適用できると思いませ

んけども、人事院が勧告をしている給与のあり方に意図するものと言

うのは、いわゆる、従来の終身雇用制度と、終身雇用制度に伴う賃金

のベアのあり方、と言う関係を抜本的に変えようとしている、ある意

味では。いわゆる勤務成績本位、能率主義、勤務性主義という形にな

ってきているという風に思うんです。そういう意味で昇給の関係など

について、非常に評価の関係を、勤務評定を厳格にしていこうという

ことになっていると思うんです。そういう意味について斑鳩町なども

そういう風な考え方に立つのかどうか、ということを伺おうと思うん

です。この辺についての考え方と言うのが、どうなってくるんだろう

かという風に思います。 

 もうひとつは、最後の関係になるんですけれども、給与の改定、報

酬等の関係を合わせて、町はどうもその基本を住民検討会議に委ねる

という風な考え方を持っているようでありますが、私は職員給与の関

係なんていうのは住民検討会議の課題というか、そこで検討して、ど

うこうしなさいという風なものではないという風に思うんです。そう

いう資格は全然ないと。人件費を減らすについてどうした、こうした
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という関係はあるとしてみても、人事院勧告に準拠してきた関係の、

今後の斑鳩町職員の給与のあり方を住民検討会議に委ねて、そこで審

議をしてもらうんだということになりますと、色んな関係で、今条例

がありますけども、差し障りのある、問題が出てくるという風に思い

ますので、その辺についてはあまり納得が出来るご説明ではなかった

ように思うんですが、その辺についてどうお考えになっているのか。

住民検討会議で職員の給与にまで関与をして、処置をしていくという

風に権限を持たしているという風に考えておいでになるのかどうか、

大事な事だと思いますし、この辺についてはちょっと聞かせておいて

ほしい、こういう風に思うんです。以上です。 

 

 奈良県においては民間賃金より下回っていると、過去に聞いた事が

あるということで、人事院勧告はどうかということですが、本来、斑

鳩町の職員給与の改定につきましては国家公務員の給与改定に準じて

行なっておりますが、その中で奈良県の人事委員会が１０月後半頃に

県の人事委員会として県内での調査を含めた給与勧告をされておりま

す。そういった勧告も秋には出るわけではございますが、その勧告も

常に見ております中で、ほとんど国の勧告内容と変わっていないとい

うこともございまして、現在では国の人事院勧告準拠で当町の給与条

例の改正してきている経緯がございます。 

 俸給表の引き下げでございますが、この給与勧告の給与構造の改革

の中ででておりますのは、平均４．８％ですが、若手の職員について

は引き下げを行なわず、逆に中高齢層、要するに給料の高いところに

いる職員については４．８％以上の７％までの枠で給与の引き下げを

行なうという、給与のフラット化を狙っているところでございまして、

来年度から５年間で行なうと、国の方針でございます。今現在、詳し

い情報は全然入っておりませんので、またその情報が入ってまいりま

した際には、当町としての検討も考えていきたいと考えております。

調整手当、地域手当３％でございます。 

 調整手当がなくなって地域手当３％になったら置き換えではないか
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ということでございますが、国準拠となりますと地域手当３％を行な

う訳でございますが、これにつきましても今の情報では５年間で地域

手当を３％に引き上げていくという情報が入っております。即ち斑鳩

町は、国家公務員でありますと調整手当は不支給地域でございますの

で、ゼロから地域手当３％に増えるという中で、段階的に増えていく

ものと考えておりまして、町も、地域手当が創設されますとそれに準

拠していくことになるのではないかなと考えているところであります。 

 それから、過去の減額の内容、定昇も含めて資料提供ということで

ございますので、資料を作成して、当町の給与条例の改正の過去の減

額状況、定期昇給はどれぐらい上がったのかということにつきまして、

資料を作成してまいりたいと思います。 

 終身雇用制度のベアのあり方でございますが、勤務評定の考え方で

ございますが、当町におきましても勤務評定は既にしておりますし、

勤務評定につきまして勤勉手当に反映していくということで、今日ま

で考えてきておりますが、今回、給与構造改革の中で、給料表等、俸

給表等も、がらっと、勤務成績に応じた支給方法、勤務評定に基づい

て昇格をさせていくという制度にこの５年間で変わっていきますこと

から、町といたしましても、この勤務評定につきまして一度見直しを

行ってまいり、国に準じた形で、能率給的な給与の支給方法について

検討してまいりたいと考えております。 

 住民検討会議での公務員の給与改定でございますが、こちらにつき

ましては今現在、お話を申し上げている最中でございまして、どのよ

うになるか分かりませんが、ただ、住民検討会議の中でご審議いただ

いていますのは、人件費の削減について検討していただいているよう

に思います。根本的な給与制度の中身まで変えていくというような議

論はなかったように思いますので、今後もそういった中で、例えば、

地域手当３％つくけども、一時的に人件費削減のために支給をしない

とか、そういう風な事で議論をしていただいているものと考えており

ます。以上でございます。 
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 結局、人事院が今試行しようとしてきている公務員の賃金のあり方

については、民間と同じような感覚に立って変えていこうとしている

事は間違いないいう風に、私は思うんです。というのは、従来から給

与のあり方として公務員は、基本給の関係については年功序列制度の

関係で、定期昇給制度をもって、基本給はだんだん上げていくと。そ

して上がるシステムになっている訳です。手当というのは出来るだけ

少なくしてきているという状態が、今度は手当が少なくなってきた。

ところが民間賃金の関係については基本給そのものについては出来る

だけ低く抑えている。そして手当でカバーをする。その時の業績によ

ってボーナスの関係について見ているというシステムになっている。

今回の人事院勧告というのはそういう方向を志向しようとしていると

いうことと併せて、先ほど言われていないんですが、終身雇用制度か

ら雇用の制度の関係が大きく変わりつつあるということなんですよ。

現在の関係については、雇用制度の関係が公務員の関係は終身雇用制

度になってますけど、民間の関係というのは、パートが増えたり、時

間雇用が増えたり、雇用形態がみんな変わってきているという関係が

出てきているわけです。これは雇用の制度の問題が変わってきている。

雇用と賃金という関係は一体的なことですから。そこのところを変え

ずに色々とやって行こうとして、公務員の関係については出来るだけ、

そういう特別較差出てくる問題だけ民間に変えていこうとしているん

ですけども、実際に民間のような関係での機動性を持った手当なり、

ボーナスの関係について配慮する余地を残しているかというと、ない

訳ですよね。だから、そういう面については、多少問題はあるんかな

と思うけど、これはひとつの時代の趨勢として賃金のあり方そのもの

が変遷をしつつある。そういう状況に即行した体制を採りつつあるん

だという認識に立たないといかんのじゃないかと私は思うんです。い

まひとつ、だから、この関係については公務員全体の関係をしてほし

いと言ってますから、斑鳩町で適応できる関係というのが書いている

関係のところで幾つかありますけども、他の関係については適用項目

でない部分がある訳です。ただ、先ほどの説明がありました関係につ
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いて、調整手当と地域手当の関係なんですよ。僕は課長の言い方とい

うのは詭弁だなという風に思うんですよ。今まで調整手当というのは

ゼロでしたと、認められていませんでしたと。だから、今度はそれを

認めるようになって斑鳩町は３％いただくようになりましたと。だか

らという風に、この関係を検討する必要があるんだという風に言って

いる。ということは、現在、認められていなくても、押しなべてみん

なで通れば怖くない式で奈良県全体が、上がる所はあるんですが、今

度の場合、説明聞くとですね。全部、３％取っているやないかと、規

定も何もないのにやってたと。それを今度３％認められたという事で、

合理化されたということだけしかなってないと思うんです。しかもこ

れは、段階的に実施するようになるんだと言うが、本当にそうなのか

と。斑鳩町は、３％を１％なり、０．０５％なりにして、そして上げ

ていこうという事を考えているのかというと、僕はそうでもなかろう

なと思って、そんな姑息なしよまいと。むしろ国も認めてくれたし、

準拠するという形からいくなら、いわゆる０．３％というものが合法

的地域やと認められたんだから、それに基づいてやっていきますと。

そうすると実質的には斑鳩町は変わりませんと。職員の給与について

も３％上げませんと、こうなる訳ですよね。だから、この３％を打ち

切るかどうかということが、給与の改定と直接関わってくるんですよ。

率で見ていいると物凄く関わるんですよね。３％をプラスして、そし

て現在の人事院勧告に準拠して、それにプラス０．３％なったらね、

大きいですよね。無い事であったものを無くするんですから、当たり

前の事なんです。そんな大きな規制というのはできるのかという事に

なると、僕は出来ないと思う。そうすると、今までの手当の関係につ

いての、基本給を減らすという分が減らさないという事でいけば、現

状どうりになって、人事院勧告で言う削減という関係ついては、しな

くても、その分で相殺すると。４．何％でいくと、１．何％あるか分

からんですけどね。そういう事になると思うんですよ。だから、あま

り口先だけで辻褄あわせをするような関係を言わずに、実質的な関係

から言って、身入りがどうなるのかという事が一番大事なんですから、
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職員の上でも。宣伝、ＰＲするためにどういう理由が必要なのかとい

う事と、別の問題だと思うんですよ。そういう意味で言っていきます

と、先ほど言われる、取扱いについては、私は合法的な処置で、認め

られていく関係なら、それでいいと言っている訳で、例えば調整手当

でそう言いましたね。だから、今度調整手当、何も無いのに、闇給与

的に皆積んでいくというのはけしからんと。もしも、どうしても必要

ならば、合理的な理由をつけてくださいと、こう言った訳。今度、合

理的な理由がついた訳や。そうしたら、減らすこといらん訳や。それ

はそのままにして、名前の関係だけ変わりましたが、その当時は予測

できなかったから仕方がないじゃないですか。今度はそれで変わって

くる。そして、人事院勧告で言う、一定準拠すると言うことから、基

本給の全体的な下げというのはあるけど、そうしたら、この人事院勧

告との０．３％の差、１．何％の下げに留まるということでいくとす

れば、それで順当。ただし、それは一方が手当やないかと、一方は基

本給の関係だという言葉が出ますよ。だからそういう関係についてど

う調整するかという事があるか分かりませんけども、そこら辺は議論

はしておいた方がよかろうと思う。私は、どうせい、こうせいと言う

んじゃないんです。議論としてはなんか出てきますから、十分その辺

を注目をしてもらいたい。特に今回９月議会で、人事院勧告の内容が

具体的に説明されたということは、次に斑鳩町の関係について、これ

に準拠した状態で給与条例の改正をしたいということが、布石的にあ

るんだという立場で、我々は受けとめていくべきであって、単に、勉

強させてもらいましたというだけではいかんのやと、いう風に思いま

すから、特にその点について注目し、その事のこれを立証するについ

て十分に理解できる資料を、ご検討いただいておきたいとこういう風

にお願いしておきたいと思います。これで終わります。 

 

 すいません。松田委員さん心配されてたように、私も、これがその

まま適用されるとどうなんのかなというのは、非常に心配であります。

また、遡って不利益を遡及するという事になり兼ねないかなという風
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に、合わせて心配をしているんですけれども、また、これは国家公務

員の人勧の方針が示されたという事で、今回示していただいておりま

すので、今後、斑鳩町としてどうしていくのか、というところは、今、

松田委員さんおっしゃっていただいように、資料見させていただく中

で、また、こちらの方としても意見なり、述べていきたいという風に

思いますけれども、３ページ目の、若手の係員層については引下げを

行わず、中高齢層について７パーセント引き下げるという風になって

ますけど、この、中高齢層というのは、具体的に年齢がいくつという

風には示されてきてるんですか。 

 

 ちょっと、今、年齢層というのはございませんけれども、給料表、

国の場合１級から１１級までございます、当町は１級から８級でござ

いますけれども、その中で、１級、２級、３級が若手層、４級、５級

は、平均。それ以上が中高齢層に位置付けられる給料表になるのかな

という風に考えております。年齢的にまだそういう資料が来ておりま

せんので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

 先ほどの説明の中でも一律、これが適用されるかどうか、という事

は分からないという風におっしゃっておられましたけれども、以前、

先日、斑鳩町の特別職手当の変更についても、職員さんの中でもやる

気の問題とか、あと、子どもさんに教育費がかかっている状況なんか

もある中で、職員さんのその実態をしっかり調査していただいて、ま

た、組合の方ともしっかり話し合いを行う中で、今後、斑鳩町につい

てはどうしていくのか、決めていっていただきたいという風に申し上

げておきたいと思います。 

 

 他にございませんか。 

 ないようですので、次に、（２）斑鳩町立町民プールの利用状況に

ついて、報告を求めます。 
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 それでは、斑鳩町立町民プールの利用状況について、ご報告申し上

げます。今年度の斑鳩町の町民プールの開設期間中の７月の小中学校

の夏休み前の半日授業の期間につきましては、天候が曇りの日が多く、

昨年度より利用者の数が少なくなったところでございます。資料２で

ございます。また、８月につきましても、どんよりとした不安定な天

候の日が多かったため、７月の人数が減少した分を取り返す事ができ

ず、昨年の利用者６，６９９人に対しまして、今年度は５，８１９人

と、８８０人の減と、大幅に利用者が少なくなったところでございま

す。また、管理運営につきましては、おかげさまで事故もなく、無事

に最終日まで運営できました事を、大変喜んでいるところでございま

す。非常に簡単ではございますが、これで、今年度の町民プールの利

用状況の報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

 報告が終わりましたので、質疑、意見があればお受けいたします。 

 

 大人の入場者数、今年度、約１，７００人ですね、位来られてるん

ですけれども、この中で明らかにこの方は見学者であるというような

方は、たぶん分かると思いますが、その辺、人数把握しておられるん

でしょうか。 

 

 平成１７年度、今年度の見学者の数という事でございますけれども、

５，８１９名のうち、２２０名の方が見学という事になります。 

 

 ２２０名の方、この方は明らかに見学という事なんで、この方も、

今までですと、通常の入場料払っておられると思うんですけど、私が

よく耳にするのは、見学だけなんで、値段何とかならないか、という

声を毎年、この始まる前に聞くんですけれども、明らかに見学者、こ

れだけの人数というのを分かってるわけですから、見学者は見学者な

りの入場料を設定できないものかどうかちょっと、毎年、毎年という

か、以前にもお伺いした事はあると思うんですが、ちょっとその辺の
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お考えお聞きしたいと思います。 

 

 前回の時にそういうような指摘をいただいたと思うんですが、私ど

もの方はやっぱり子どもの事故防止をしていただくという事で、小学

生の場合、保護者については、当分こういう申し上げいたしておりま

す。そうした中で、私は水入らへんけど、子どもと一緒に来んなんさ

かいに来てんねん、という方があるわけでございます。私どもといた

しましては、共に子どもと一緒に水の中に入って、危険を回避してい

ただくという事が、目的でございますので、これからにおいても、や

はり、そうした見学という事じゃなしに、やっぱり子どもと一緒に水

の中入って、子どもを守ってもらうという事が大事ではないかなと思

っておりますので、今のところ、見学者に対して無料にするという考

え方はいたしておりません。誰も、１人で来られて見学、という方は

調査はしておりませんが、行ってる範囲内ではなかったという風に思

っています。 

 

 今、教育長言われたみたいに、子どもを守るために一緒に入ってく

ださいという事なんですけれども、お年寄りの方とか、そういう方が

子どもの付き添いで来てんねん、という方も結構おられると思うので、

その方に中へ入って一緒に、というのもどうかなと思いますし、監視

員の方もおられると思いますので、その辺をちょっと。先ほど教育長、

無料と言われましたけれども、僕は何も無料という事じゃなしに、多

少なりとも割引というか、見学の料金という、別枠で設定していただ

けたらな、という風に思っておりますので、その辺一つ今後、検討お

願いしたいと思います。 

 

 多少、僕は今言われている、プールの関係などについて、見学者と

いう位置づけをする事に問題があるんと違うかなと思うんです。少な

くとも、この、これらの関係について、僕はやっぱり、付添い者だと

思うんです。幼児の関係なり、子どもの関係、全部預かってる関係か
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ら見て、斑鳩町で苦い経験がある、という事はプールでやっぱり死亡

事故を出してるという事ですよね。そういう事がないように、十分に

やっぱり監視体制をとらないかん。だから、それは、その監視員を置

くだけではなくて、保護者の関係も十分注意してほしいという事から、

やっぱり付添いをしているという関係などは、やっぱりどうしてもお

願いしたい、という関係のものがあるんですから、質問者が見学者と

言ったさかいに、見学者と言って、同じように答弁してるという事で

あるとすれば、感覚が僕はどうかな。これはむしろ、そうではないと

いう風に思う。そうかと言って、答弁の内容を聞いていますと、やっ

ぱり付添い者の事を言っておいでになるわけですよね。そうすると、

やっぱりその事をきちっと位置づけた上でどう判断をすべき、という

事を考えていく事が必要だろうと、これは思います。これは、意見で

す。次には、町民プールの利用状況の関係について、毎回私は指摘を

しているつもりなんですけれども、こういう調査報告をされるんです

ね。これは、どういう事なんじゃろうと。今年は利用者が減りました

と言われてるんですが、この関係を見る限りは減ったんか、増えたん

か、分からんわけですよね。延べ人数と延べ入場料の関係は分かるん

ですけど、問題はですね、やっぱり、費用対効果の関係はどうなって

いるのか、という関係について、やっぱり絶えず分析をしながら、ど

う改善をしていくべきか、という視点がないといかんと思うんです。

この間、この調査の関係は全くない。利用した状況だけを言う。そし

て、それは天気模様によってこうなりました、だいぶ減ってきてます

けれども、１７年はこうです、改善するものは何もない。というよう

な調査の結果の報告、何のためにこの委員会で必要としようと思って

るのかと。ただ、形式的にこういう事の、数字を委員会で言ったら事

足りるという考え方そのものが、僕はマンネリ化してる、これは何回

も指摘してる。ところが改められない。日々の関係を見るという関係

について、本当に必要なのかというと、これは天候の状態というのは

左右する、だからそれだけでもいいわけですよ。問題はやっぱり、ど

う運用をされていくか、という事が必要だと思う。そして、こういう



 - 31 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

関係だけを言うとしたら、もう一つ関係があるとしたら、学校プール

の関係ですね。学校プールのこの１７年度は一体どうなっているのか。

やっぱり、いわゆる、学校の管理の関係から色々難しくなって、この

プールの関係も、学校の先生の都合もある、どうとかになって、使用

回数が減ってるという事になるのか、どうなのか、という事も色々関

係すると思うんですよね。だから、学校プールと町民プールの関係に

ついては、一体どうなっているのか、というような関係の分析なども、

たまにはしてみてね、そして費用対効果、そして健康増進、というよ

うな関係について、もう少し実のある対応をしてほしいというように

思うんですけどね、これでは全く従来と変わってないやないか。だか

ら、その件についても十分にやっぱり配慮をしてほしい、そうしない

とこういう事は意味がない、報告してもね、という風に思いますので、

その点について、十分検討してもらえるのかどうかという事を聞いて

おきたいと思うんです。 

 

 おっしゃっていただいてるように、十分、こういった資料の提出に

ついて、以前からもご意見いただいて、改正されてないという事で大

変申し訳なく思っております。この表の取扱いにつきましては、次回

に提出させていただきます時に、ただ今いただきました意見を十分踏

まえまして、提出し、また、状況分析をする中で、ご報告させていた

だきたいと思います。 

 

 他に、理事者側から報告はありませんか。 

 

 （ な  し ） 

 

 以上、これら各課報告事項については、説明報告を受け、了承した

ということで終わります。 

 次に、その他について委員の方から質疑、意見等があればお受けい

たします。 
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 （ な  し ） 

 

 その他についてもこれをもって終ります。 

 なお、お手元に配布しております閉会中の継続審査申出書のとおり、

当委員会として引き続き調査を要するものとして、このように決定す

ることにご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。議長におかれましては、継続審査の手続きを

とっていただけるようお取り計らいをお願いいたします。  

 次に､閉会中における当委員会の所管事務調査として、お手元に配布

いたしております先進地視察計画書のとおり実施することにご異議ご

ざいませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。 

 議長におかれましては、先進地視察計画書のとおり、手続きを取っ

ていただけるよう、お取り計らいをお願い致します。 

 これをもって本日の案件についてはすべて終了いたしました。 

 なお、本日の会議の委員会報告のまとめについては、正副委員長に

ご一任いただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

 （ 異議なし ） 

 

 ありがとうございます。 

 それでは、閉会にあたり町長の挨拶をお受けします。 
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委員長 

 （ 町長挨拶 ） 

 

 これをもって総務常任委員会を閉会いたします。どうもありがとう

ございました。           （午前１０時２４分 閉会） 

 


